
特
集
・
歩
行
者
空
間
④

横
浜
市
に
お
け
る
歩
行
者
専
用
道
路
の
現
状

三
浦
　
良

一
―
は
じ
め
に

　
建
築
や
都
市
デ
ザ
イ
ン
の
領
域
で
は
、
歩
行

者
の
環
境
の
問
題
は
設
計
の
常
識
と
し
て
定
着

し
つ
つ
あ
る
。
都
心
再
開
発
な
ど
で
の
歩
行
者

モ
ー
ル
や
住
宅
計
画
な
ど
で
の
歩
行
者
専
用
道

路
の
問
題
は
、
土
木
や
交
通
の
領
域
で
は
、
ま

だ
試
行
錯
誤
の
段
階
で
あ
る
。
現
に
道
路
構
造

令
で
は
、
歩
道
の
技
術
基
準
に
関
し
幅
員
規
定

し
か
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
昭
和
四
十
六
年
四
月
の
道

路
法
改
正
で
歩
行
者
専
用
道
路
等
が
道
路
法
上

の
道
路
と
し
て
認
知
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

本
市
に
お
い
て
も
歩
行
者
専
用
道
路
が
少
し
ず

つ
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
安
全
で
、
便
利
で
、

美
し
い
生
活
環
境
を
望
む
の
は
市
民
の
権
利
で

あ
っ
て
、
こ
う
し
た
方
向
へ
の
歩
行
環
境
の
整

備
、
改
善
は
、
今
後
一
層
声
高
に
叫
ば
れ
て
く

る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
歩
行
環
境
の
整
備
の
事
例
と
し

て
、
歩
行
者
専
用
道
路
等
に
つ
い
て
本
市
の
現

状
を
紹
介
し
、
整
備
や
管
理
上
の
問
題
点
、
今

後
の
研
究
課
ほ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

ニ
ー
歩
行
者
専
用
道
路
等
の

　
　
指
定
状
況

①
―
指
定
状
況

　
横
浜
市
で
は
、
歩
行
者
専
用
道
路
が
三
〇
路

線
で
約
二
㎞
、
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
が
一

四
路
線
で
約
一
・
五
㎞
が
指
定
の
う
え
供
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
階
段
な
ど
が
あ
っ
て

事
実
上
車
両
が
通
行
で
き
な
い
道
路
や
、
イ
セ

ザ
キ
ー
モ
ー
ル
や
歩
行
者
天
国
な
ど
の
よ
う
に

道
路
交
通
法
で
車
両
通
行
を
制
限
、
禁
止
し
た

道
路
な
ど
は
含
ん
で
い
な
い
。
こ
の
内
訳
は
表

―
１
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
金
沢
地
先
埋
立
事

業
や
民
間
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
な
ど
に
よ
り
建
設
中

の
も
の
を
併
せ
て
掲
出
し
た
。

　
供
用
延
長
三
・
五
㎞
は
、
本
市
の
管
理
道
路

延
長
七
、
九
二
〇
㎞
に
比
べ
て
と
る
に
た
ら
な

い
も
の
で
あ
る
が
、
将
来
は
八
四
㎞
に
な
る
予

定
で
、
こ
れ
は
他
都
市
に
比
べ
る
と
か
な
り
多

い
も
の
で
あ
る
（
表
―
２
）
。

　
こ
の
指
定
及
び
計
画
の
現
況
か
ら
、
本
市
の

歩
行
者
専
用
道
路
等
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の

特
色
が
指
摘
で
き
る
。

(
ア
)
所
在
地
に
つ
い
て

一
―
は
じ
め
に

二
―
巨
歩
行
者
専
用
道
路
等
の
指
定
状
況

ニ
ー
歩
行
環
境

四
―
法
制
に
つ
い
て

五
―
今
後
の
問
題

　
開
発
行
為
や
土
地
区
画
整
理
事
業
な
ど
に
伴

っ
て
建
設
さ
れ
る
た
め
、
緑
区
（
七
ヵ
所
）
、

旭
区
（
ニ
カ
所
）
、
戸
塚
区
（
ニ
カ
所
）
、
金
沢

区
（
ニ
カ
所
）
な
ど
の
新
市
街
地
に
小
規
模
に

散
在
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
図
―
１
）
。

　
既
成
市
街
地
で
の
歩
行
者
専
用
道
路
の
建
設

は
、
単
に
用
地
取
得
や
建
設
費
用
の
問
題
に
と

ど
ま
ら
ず
、
後
述
す
る
法
制
上
の
困
難
や
沿
道

市
民
の
利
害
調
整
上
の
困
難
な
ど
の
た
め
に
、

新
市
街
地
の
場
合
に
く
ら
べ
て
格
段
に
す
す
め

難
い
。
し
か
し
、
大
阪
市
で
は
、
既
成
市
街
地

で
積
極
的
に
廃
河
川
敷
や
護
岸
敷
、
高
速
道
路

の
高
架
下
な
ど
を
利
用
し
て
大
規
模
に
建
設
し

て
い
る
実
例
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
学
ぶ
点
が

多
い
と
思
う
の
で
あ
る
（
図
―
２
）
。

　
な
ぜ
な
ら
、
歩
行
環
境
の
整
備
、
改
善
が
最
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(Ｓ55. 4)表-1歩行者専用道路等指定調書

(S 54. 5)表― 2　他都市の歩行者専用道路等の指定状況

も
緊
急
を
要
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
既
成
市
街

地
だ
か
ら
で
あ
る
。

(
イ
)
建
設
手
法
に
つ
い
て

　
民
間
デ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
に
よ
る
開
発
行
為
（
三

ヵ
所
）
や
土
地
区
画
整
理
事
業
（
一
〇
ヵ
所
）

の
な
か
で
、
民
間
資
金
で
建
設
さ
せ
て
お
り
、

都
市
計
画
街
路
事
業
（
二
カ
所
）
や
道
路
事
業

な
ど
の
公
共
事
業
と
し
て
建
設
す
る
ケ
ー
ス
が

少
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
国
費

を
導
入
し
た
都
市
計
画
街
路
事
業
を
主
と
す
る

大
阪
市
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
民
間
デ
ペ
ロ
ッ

パ
ー
主
導
の
歩
行
者
専
用
道
路
建
設
は
、
こ
れ

ら
の
費
用
が
開
発
者
負
担
で
あ
る
た
め
に
結
果

的
に
は
宅
地
分
譲
価
格
に
上
乗
せ
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
経
費
と
し
て
ペ
イ
で
き
る
範
囲
で
実

施
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
総
合
的
な
交
通

政
策
と
の
関
わ
り
が
と
り
難
い
。

(
ウ
)
道
路
交
通
政
策
視
点
の
欠
落

　
四
四
路
線
の
総
延
長
が
三
・
五
㎞
と
い
う
の

は
一
路
線
当
り
平
均
八
〇
ｍ
に
す
ぎ
な
い
。
か

つ
、
点
在
す
る
団
地
ご
と
に
完
結
す
る
歩
行
者

専
用
道
路
で
あ
る
た
め
、
歩
行
者
空
間
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
が
十
分
で
な
い
。
例
え
ば
、
緑
区
か

ら
旭
区
に
か
け
て
、
た
ま
た
ま
連
続
し
て
造
成

さ
れ
た
三
つ
の
団
地
（
市
施
行
の
十
日
市
場
区

画
整
理
、
住
宅
公
団
施
行
の
霧
ヶ
丘
区
画
整
理

及
び
県
住
公
社
施
行
の
若
葉
台
団
地
）
の
事

例
。
三
団
地
と
も
歩
行
者
専
用
道
路
が
計
画
さ

れ
、
当
該
団
地
内
の
学
校
、
公
園
、
買
物
等
の

歩
行
者
動
線
に
つ
い
て
は
考
慮
さ
れ
て
い
る
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図一１　歩行者専用道路配置図図一２　大阪市の歩行者専用道路

が
、
団
地
相
互
間
に
は
歩
行
者
の
流
れ
に
つ
い

て
の
体
系
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
対
す
る
配
慮
は

な
い
と
い
っ
て
よ
い
。

②
―
利
用
状
況

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
歩
行
者
専
用
道
路
等

が
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
お

き
た
い
。

　
残
念
な
が
ら
、
本
市
に
は
調
査
例
が
な
い
の

で
、
東
京
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
事
例
（
注
１
）

を
と
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
こ
は
、
永
山
駅
南
ブ
ロ
ッ
ク
の
集
合
住
宅

地
（
公
団
諏
訪
団
地
、
永
山
団
地
）
で
、
か
つ

入
居
五
年
後
の
昭
和
五
十
一
年
調
査
で
あ
る
こ

と
を
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
団
地
面

図一３　多摩ニュータウン５・６住区

　　　　　　　　　　　　　　(永山駅南ブロック)

積
二
五
三
h
a
、
六
、
四
九
九
戸
、
二
一
、
四
五

一
人
、
図
―
３
参
照
）
。

(
ア
)
通
行
量
に
つ
い
て

　
永
山
駅
（
地
区
セ
ン
タ
ー
）
へ
向
か
う
幹
線

の
歩
専
道
で
は
、
平
日
四
、
四
〇
四
人
～
三
、

二
五
二
人
（
以
下
一
二
時
間
一
方
向
交
通
量
）
、

休
日
六
、
六
〇
九
人
～
四
、
八
九
六
人
。
バ
ス

停
の
あ
る
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
ヘ
向
か
う
歩
専
道
で

は
、
平
日
八
、
四
八
三
人
～
二
、
五
四
一
人
、

休
日
六
、
八
三
二
人
～
一
、
三
六
〇
人
で
あ

る
。
そ
の
他
の
住
区
内
通
路
の
交
通
量
は
、
場

所
に
よ
り
差
が
大
き
い
が
、
平
日
二
、
八
五
二

人
～
一
、
五
一
二
人
、
休
日
二
、
五
八
二
人
～

一
、
一
〇
九
人
で
、
駅
へ
向
か
う
も
の
を
除
い

て
。
他
の
す
べ
て
の
地
点
で
平
日
の
方
が
休
日
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勤
、
通
学
の
人
々
で
あ
る
よ
り
も
。
徒
歩
交
通

の
主
役
で
あ
る
子
ど
も
や
老
人
、
幼
児
を
つ
れ

た
母
親
た
ち
で
、
か
つ
「
歩
行
者
」
に
は
、
乳

母
車
、
三
輪
車
、
車
い
す
、
自
転
車
を
含
む
こ

と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
多
摩
ニ
ュ
ー
タ

ウ
ン
の
よ
う
な
集
合
住
宅
の
間
に
設
け
ら
れ
た

歩
行
者
専
用
道
路
が
、
湘
南
桂
台
の
よ
う
な
一

戸
建
住
宅
の
間
に
設
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当

然
利
用
状
況
は
異
っ
て
こ
よ
う
。
計
画
へ
実
態

を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
る
た
め
に
も
、
調
査

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三
―
歩
行
環
境

よ
り
多
い
。

(
イ
)
利
用
主
体
に
つ
い
て

　
歩
専
道
の
交
通
量
の
う
ち
、
自
転
車
が
平
日

で
二
五
％
～
一
三
％
、
休
日
で
四
三
％
～
一
八

％
を
占
め
、
休
日
の
方
が
平
日
よ
り
も
多
い
。

歩
行
者
の
内
訳
は
、
平
日
で
は
大
人
が
四
八
％

～
一
四
％
、
幼
児
、
児
童
が
六
〇
～
一
八
％
で
、

休
日
で
は
大
人
が
四
一
％
～
二
九
％
、
幼
児
、

児
童
が
四
五
％
～
三
一
％
で
あ
る
。
六
地
点
の

う
ち
で
大
人
が
多
い
と
こ
ろ
は
、
平
日
、
休
日

と
も
駅
付
近
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
自
転
車
の

内
訳
で
は
、
平
日
に
駅
付
近
で
五
七
％
を
通
勤

者
が
占
め
る
他
は
、
す
べ
て
幼
児
、
児
童
が
多

く
、
特
に
休
日
の
サ
ブ
セ
ン
タ
ー
付
近
で
は
六

三
％
と
な
っ
て
い
る
。

(
ウ
)
利
用
形
態
に
つ
い
て

　
通
勤
、
通
学
、
通
園
と
買
物
の
た
め
と
通
行

機
能
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
こ
の
他
に
は
、
サ

ブ
セ
ン
タ
ー
周
辺
、
住
棟
廻
り
に
露
店
が
発
生

し
た
り
、
立
話
や
子
ど
も
の
遊
び
そ
の
他
の
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ェ
ン
利
用
が
み
ら
れ
る
。
後
者
の

具
体
例
と
し
て
は
、
立
話
、
三
輪
車
遊
び
、
自

転
車
遊
び
、
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
、
子
ど
も
が
遊

ぶ
の
を
見
る
、
散
歩
、
落
書
な
ど
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
幾
つ
か
の
歩

行
者
専
用
道
路
を
見
学
し
た
際
に
、
人
々
が
十

分
利
用
し
て
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
想

を
も
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
余
計
な
心

配
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歩
行
者
空

間
を
主
要
に
利
用
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、
通

　
歩
行
者
専
用
道
路
の
配
置
や
形
態
に
つ
い
て

は
、
道
路
構
造
令
な
ど
で
車
道
の
よ
う
に
統
一

的
な
構
造
上
、
技
術
上
の
基
準
が
定
め
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
歩
行
者
空
間
に

は
、
駅
や
バ
ス
停
、
商
店
街
や
公
園
、
学
校
な
ど

の
配
置
と
リ
ン
ク
し
て
合
理
的
、
機
能
的
に
歩

け
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
々
が
楽
し
く
、
快
適

に
憩
え
る
場
も
提
供
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
当
該
道
路
の
機
能
や
沿
道

の
土
地
利
用
な
ど
に
応
じ
た
個
性
（
ま
た
は
地

域
性
）
の
あ
る
配
置
や
形
態
を
そ
の
都
度
模
索

し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
歩
行
者
空
間
を

構
成
す
る
主
な
も
の
は
。
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
―
幅
員

　
歩
行
者
専
用
道
路
に
接
す
る
宅
地
は
、
他
で

必
ず
車
道
に
接
す
る
よ
う
に
計
画
す
る
。
建
築

基
準
法
上
、
幅
員
が
四
ｍ
以
上
あ
れ
ば
、
歩
行

者
専
用
道
路
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
前
面
道
路
と

し
て
建
物
が
張
り
つ
く
こ
と
は
で
き
る
か
ら
、

こ
の
家
屋
か
ら
の
出
入
の
た
め
車
両
通
行
が
発

生
す
る
こ
と
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
道
路
構
造
令
で
は
、
自
転
車
道
と
自
転
車

歩
行
者
道
に
つ
い
て
は
、
二
ｍ
以
上
、
歩
行
者

専
用
道
路
で
一
・
五
ｍ
以
上
と
さ
れ
、
特
別
の

理
由
で
や
む
を
え
な
い
場
合
に
各
々
一
・
五
ｍ

以
上
、
一
ｍ
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本

市
で
は
、
市
道
認
定
基
準
が
、
四
・
五
ｍ
以
上

で
あ
る
こ
と
や
管
理
用
車
の
通
行
な
ど
の
た

め
、
原
則
と
し
て
四
・
五
ｍ
以
上
が
必
要
と
し

て
運
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
歩
行
者
空
間
は

広
い
ほ
ど
よ
い
。
機
能
上
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

有
効
幅
員
と
し
て
は
一
・
五
ｍ
し
か
な
い
が
、

道
路
幅
員
と
し
て
は
六
・
五
ｍ
の
歩
行
者
専
用

道
路
が
あ
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

②
―
舗
装

　
通
行
必
要
車
両
荷
重
に
応
じ
た
構
造
に
す
る

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
通
行
車
両

と
は
、
緊
急
車
で
な
く
せ
い
ぜ
い
道
路
管
理
用

車
と
考
え
た
い
。
快
適
な
歩
行
の
た
め
に
舗
装

材
料
は
、
雨
の
日
の
す
べ
り
、
摩
耗
、
補
修
の

し
易
す
さ
、
通
り
全
休
と
し
て
配
列
が
美
し
く

周
辺
と
の
美
観
が
保
た
れ
る
こ
と
、
な
ど
に
留

意
し
て
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
、
維
持

補
修
の
し
易
す
い
材
料
、
工
法
で
舗
装
し
た
た

め
、
黒
い
ア
ス
コ
ン
の
歩
専
道
が
多
か
っ
た

が
、
草
と
り
な
ど
の
軽
易
な
維
持
補
修
が
地
元

で
出
来
れ
ば
、
レ
ン
ガ
、
タ
イ
ル
や
ピ
ン
コ

ロ
、
砂
利
洗
出
舗
装
、
土
舗
装
、
砂
利
道
な
ど

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

③
―
交
差

　
他
の
一
般
道
路
と
歩
行
者
専
用
道
路
と
の
平

面
交
差
は
極
力
少
な
く
す
る
。
や
む
を
え
ず
一

般
道
路
と
平
面
交
差
す
る
場
合
は
、
専
用
道
路

が
広
範
に
建
設
、
利
用
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で

は
、
車
が
専
用
道
路
に
入
れ
な
い
よ
う
固
定
式

駒
止
め
そ
の
他
の
措
置
を
し
、
歩
行
者
や
自
転

車
の
一
般
道
路
横
断
は
信
号
処
理
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
は
、
管
理
用
車
の
進

入
の
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
壊
れ
や
す
い
可
動

式
駒
止
め
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
車

は
数
百
メ
ー
ト
ル
に
一
カ
所
程
度
の
出
入
口
を

確
保
す
れ
ば
よ
い
か
ら
、
駒
止
め
を
固
定
式
に

か
え
て
車
両
通
行
が
で
き
な
い
構
造
と
し
た

④
―
道
路
付
属
物
等

　
歩
行
者
専
用
道
路
に
快
適
さ
を
与
え
る
主
要

な
装
置
が
、
ス
ト
リ
ー
ト
・
フ
ァ
ニ
チ
ュ
ア
ー

で
あ
ろ
う
。
各
物
件
が
各
々
休
憩
施
設
、
利
便

施
設
、
景
観
施
設
と
し
て
、
各
個
が
バ
ラ
バ
ラ

に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
各
要
素
が

全
休
の
調
和
の
中
で
美
し
く
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
ね

ぼ
な
ら
な
い
。
ス
ト
リ
ー
ト
・
フ
ァ
ニ
チ
ア
ー
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と
し
て
設
置
が
考
え
ら
れ
る
施
設
と
国
庫
補
助

対
象
と
の
一
覧
表
は
表
―
３
の
と
お
り
で
あ

る
。
美
観
上
の
配
慮
に
関
し
て
、
街
並
み
と
し

て
の
調
和
が
と
れ
て
い
る
か
否
か
、
不
快
な
も

の
を
取
り
除
く
努
力
が
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が

明
確
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

⑤
―
植
栽
及
び
道
路
照
明

　
植
栽
を
歩
行
者
専
用
道
路
だ
け
で
完
結
す
る

計
画
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
な
く
。
斜
面
緑
地

や
公
園
な
ど
と
の
グ
リ
ー
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
成
の
中
で
計
画
が
す
す
め
ら
れ
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
シ
ン
ボ

ル
・
ツ
リ
ー
や
通
り
ご
と
に
種
類
の
違
う
並
木

表―３　歩行者専用道路等に設置が考えられる施設

を
し
た
り
、
四
季
の
花
の
道
が
考
え
ら
れ
る
。

　
照
明
計
画
も
ま
た
、
安
全
、
防
犯
に
と
ど
ま

ら
ず
楽
し
さ
、
快
適
さ
を
与
え
る
装
置
で
あ

照明計画パターン図―４

る
。
そ
の
照
明
の
パ
タ
ー
ン
は
図
―
４
の
と
お

り
。
し
か
し
、
照
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
一
般

の
防
犯
灯
を
地
元
の
占
用
物
件
と
し
て
取
扱
っ

て
い
る
関
連
で
、
歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て

だ
け
市
が
電
気
代
を
負
担
す
る
こ
と
の
是
非
が

あ
る
。
こ
の
た
め
、
現
状
で
は
、
道
路
管
理
者

が
設
け
る
道
路
照
明
と
同
じ
施
設
を
つ
く
り
、

道
路
側
が
引
継
ぎ
す
る
ま
で
暫
定
的
に
こ
れ
を

占
用
物
件
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

⑥
―
地
下
埋
設
物

　
ガ
ス
管
や
水
道
管
な
ど
の
埋
設
に
つ
い
て

は
、
二
通
り
の
相
反
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
、
歩
行
者
専
用
道
路
等
に

ガ
ス
会
社
の
補
修
用
等
車
両
通
行
発
生
原
因
を

な
く
す
、
樹
木
の
成
育
の
障
害
を
な
く
す
、
宅

地
の
前
面
道
路
と
し
て
の
利
用
が
生
じ
な
い
よ

う
誘
導
す
る
等
々
の
た
め
、
原
則
的
に
抑
制
し

て
い
る
。
し
か
し
計
画
サ
イ
ド
か
ら
、
水
道
、

下
水
、
電
気
、
電
話
、
水
飲
み
、
公
衆
便
所
、

街
灯
、
電
話
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
の
た
め
必
要
で
あ

る
こ
と
、
実
務
サ
イ
ド
か
ら
下
水
は
路
面
排
水

や
自
然
流
下
の
勾
配
を
と
る
こ
と
、
配
管
配
線

上
最
短
経
路
と
な
る
こ
と
な
ど
の
理
由
で
、
専

用
道
路
下
の
占
用
の
要
望
は
多
い
。
道
路
法
上

も
こ
う
し
た
公
益
占
用
物
件
の
占
用
の
場
所

は
、
お
お
む
ね
歩
道
下
が
原
則
と
定
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
専
用
道
路
の
よ
う
な
場
所

は
優
先
的
に
占
用
許
可
し
て
よ
い
と
す
る
考
え

方
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

四
―
法
制
に
つ
い
て
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①
↑

②
↓

③
↑

写真

①集合住宅地内の歩専道（旭区若葉台）

②一戸建住宅地内の歩専道（緑区三保町）

③事実上の歩専道（緑区美しが丘）

④イセザキ・モール

①
―
歩
行
者
専
用
道
路
等
の
指
定
要
件

　
道
路
法
上
の
歩
行
者
専
用
道
路
と
同
じ
よ
う

な
効
果
を
う
み
だ
す
も
の
に
、
道
路
交
通
法
に

も
と
づ
く
歩
行
者
用
道
路
が
あ
る
。
道
路
標
誠

に
つ
い
て
は
、
道
路
法
の
場
合
も
道
路
交
通
法

の
場
合
も
「
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標

示
に
関
す
る
命
令
」
に
基
づ
く
同
一
の
規
制
標

識
が
た
て
ら
れ
る
の
で
、
標
識
だ
け
で
は
い
づ

れ
の
法
律
に
よ
る
規
制
で
あ
る
か
は
区
別
で
き

な
い
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
歩
行
者
専
用
道
路
等
と
い

っ
て
き
た
道
路
法
上
の
専
用
道
路
制
度
に
は
、

三
種
類
あ
っ
て
、
道
路
管
理
者
は
、
交
通
の
円

滑
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
(
ア
)
も
っ

ぱ
ら
自
転
車
だ
け
の
一
般
交
通
に
供
す
る
自
転

車
専
用
道
路
(
イ
)
も
っ
ぱ
ら
自
転
車
及
び
歩
行
者

の
一
般
交
通
に
供
す
る
自
転
車
歩
行
者
専
用
道

路
(
ウ
)
も
っ
ぱ
ら
歩
行
者
の
一
般
交
通
に
供
す
る

歩
行
者
専
用
道
路
、
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
こ
れ
ら
の
指
定
は
、
「
ま
だ
供
用
の
開
始
の

な
い
道
路
又
は
道
路
の
部
分
（
当
該
道
路
の
他

の
部
分
と
構
造
的
に
分
離
し
て
い
る
も
の
に
限

る
）
（
道
路
法
四
八
条
の
七
）
に
つ
い
て
、
区

間
を
定
め
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
イ
セ
ザ
キ

・
モ
ー
ル
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
既
成
市

街
地
に
歩
行
者
専
用
道
路
が
成
立
し
に
く
い
大

き
な
理
由
は
、
現
道
を
整
備
し
て
専
用
道
路
を

設
け
る
場
合
、
道
路
管
理
者
が
そ
の
指
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
制
約

④
↓

の
意
図
は
、
既
に
供
用
し
て
い
る
道
路
で
は
、

当
該
箇
所
に
す
で
に
道
路
交
通
法
に
よ
る
交
通

規
制
が
か
ぶ
っ
て
お
り
、
法
の
競
合
が
生
じ
る

こ
と
を
避
け
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
趣
旨
か
ら
考
え
る
と
、
当
該
道
路
に
道

路
交
通
法
に
よ
る
交
通
規
制
が
行
わ
れ
て
い
な

い
限
り
、
す
な
わ
ち
形
式
的
に
も
道
路
を
い
っ

た
ん
供
用
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
今
度

は
道
路
管
理
者
が
独
自
の
権
限
の
行
使
と
し
て

専
用
道
路
に
指
定
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と

に
な
ろ
う
（
写
真
１
～
４
参
照
）
。

②
―
通
行
の
制
限
等

　
専
用
道
路
と
し
て
指
定
、
供
用
さ
れ
る
と
、

何
人
も
み
だ
り
に

　
①
自
転
車
専
用
道
路
を
自
転
車
に
よ
る
以
外

　
　
の
方
法
に
よ
り
通
行
し
て
は
な
ら
な
い

　
　
　
（
法
四
八
条
の
九
第
一
項
）

　
②
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
を
自
転
車
以
外

　
　
の
車
両
に
よ
り
通
行
し
て
は
な
ら
な
い

　
　
　
（
同
条
第
二
項
）

　
③
歩
行
者
専
用
道
路
を
車
両
に
よ
り
通
行
し

　
　
て
は
な
ら
な
い
（
同
条
第
三
項
）

こ
と
に
な
る
。

　
自
転
車
専
用
道
路
は
、
自
転
車
以
外
に
は
人

力
車
、
荷
車
、
リ
ヤ
カ
ー
、
農
耕
用
の
耕
運
機

な
ど
が
、
ま
た
歩
行
者
専
用
道
路
は
、
歩
行
者

の
外
に
は
身
障
者
用
車
い
す
、
乳
母
車
、
小
児

用
二
・
三
輪
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
や
自
転
車
を
押

し
て
歩
い
て
い
る
人
だ
け
が
通
行
で
き
る
こ
と
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に
な
る
。
し
か
し
、
歩
行
者
専
用
道
路
等
の
通

行
制
限
に
は
、
さ
ら
に
二
点
の
緩
和
規
定
が
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
①
「
み
だ
り
に
…
…
通
行
し

て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
解
釈
運
用
②
自
動
車

専
用
道
路
の
場
合
と
異
っ
て
、
立
ち
入
り
制
限

が
な
く
通
行
制
限
だ
け
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
の
解
釈
運
用
は
、
十
分
に
検
討
さ
れ
て
よ

い
。

　
「
み
だ
り
」
で
な
い
通
行
の
例
に
つ
い
て

は
、
当
該
道
路
の
管
理
用
車
や
当
該
道
路
内
の

占
用
物
件
の
維
持
補
修
用
車
、
救
急
車
、
消
防

車
な
ど
の
通
行
が
、
相
当
の
事
情
が
あ
る
場
合

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
類
似
の
例

で
、
道
路
交
通
法
が
道
路
標
識
等
に
よ
る
交
通

規
制
を
す
る
に
際
し
て
警
察
署
長
が
政
令
で
定

め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
あ
り
と
認
め
た
場
合

に
通
行
禁
止
の
解
除
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
類
推
し
て
、
①
車
庫
な
ど
へ
の
出
入
②

身
障
者
の
輸
送
③
貨
物
の
集
配
④
冠
婚
葬
祭
な

ど
の
場
合
も
、
通
行
で
き
る
ケ
ー
ス
は
多
い
と

思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
自
動
車
専
用
道
路
で
は
「
何
人
も
み

だ
り
に
…
…
立
ち
入
り
、
又
は
…
自
動
軍
に
よ

る
以
外
の
方
法
で
通
行
し
て
は
な
ら
な
い
」
の

で
あ
る
が
、
歩
行
者
専
用
道
等
の
場
合
に
前
段

の
立
ち
入
り
制
限
が
な
い
の
は
、
立
ち
入
る
程

度
で
は
た
い
し
て
危
険
、
混
乱
が
生
じ
な
い
た

め
と
思
わ
れ
る
。
立
ち
入
る
程
度
で
通
行
に
な

ら
な
い
場
合
と
は
、
横
断
と
か
沿
道
建
物
へ
の

出
入
の
ケ
ー
ス
で
、
通
行
と
は
道
路
を
縦
断
的

に
通
行
す
る
ケ
ー
ス
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
わ
け
で
は
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
歩
行
者
専
用
道
路
を
前
面
道

路
と
し
て
建
物
が
た
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
へ
の

出
入
の
た
め
に
自
動
車
が
走
る
こ
と
は
十
分
あ

り
得
る
わ
け
で
、
道
路
計
画
時
か
ら
細
か
く
チ

ェ
ッ
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
極
端
で

は
な
い
が
、
実
務
上
の
難
問
と
な
っ
て
い
る
ケ

ー
ス
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
新
聞
や
牛
乳
、
郵
便
な
ど
の
配
達
や
買
物
の

た
め
の
オ
ー
ト
バ
イ
、
バ
イ
ク
の
歩
行
者
専
用

道
路
等
へ
の
乗
入
れ
。
最
近
で
は
主
婦
が
自
転

車
が
わ
り
に
乗
れ
る
バ
イ
ク
（
原
動
機
付
自
転

車
）
の
利
用
が
盛
ん
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
こ
れ
は
自
転
車
専
用
道
路
等
を
走
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
金
沢
埋
立
地

内
の
歩
行
者
専
用
道
路
で
は
、
バ
イ
ク
と
歩
行

者
の
衝
突
事
故
ま
で
発
生
し
て
お
り
、
今
後
の

対
応
が
急
が
れ
て
い
る
。

③
―
交
通
規
制
に
つ
い
て

　
歩
行
者
専
用
道
路
等
の
通
行
の
制
限
に
か
か

る
交
通
規
制
は
、
道
路
監
理
員
に
よ
る
違
反
者

に
対
す
る
道
路
外
へ
の
退
去
、
オ
ー
ト
バ
イ
等

か
ら
降
り
る
な
ど
の
措
置
命
令
（
法
四
八
条
の

一
〇
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
措
置
命
令
に
違
反
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
通

行
中
止
な
ど
の
強
制
は
で
き
な
い
の
で
、
三
万

円
以
下
の
罰
金
を
課
す
よ
う
告
発
す
る
こ
と
に

な
る
（
法
条
一
〇
三
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
道
路
標
識
が
両
者
（
道
路
と
公

安
委
員
会
）
と
も
同
一
の
も
の
と
は
い
え
、
歩

行
者
専
用
道
路
等
の
道
路
標
識
に
よ
る
交
通
規

制
は
、
こ
の
標
識
が
公
安
委
員
会
の
意
志
決
定

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
い
限
り
、
道

路
管
理
者
側
が
フ
ォ
ロ
ー
す
る
義
務
を
負
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
道
路
管
理
者
に
し
て
み

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
交
通
取
締
り
に
つ
い
て

は
、
権
限
も
組
織
も
明
ら
か
に
不
十
分
な
現
状

で
は
実
行
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

道
路
交
通
法
に
基
づ
く
歩
行
者
専
用
道
路
等

の
交
通
規
制
に
つ
い
て
若
干
検
討
し
て
み
た

い
。

自
転
車
だ
け
の
通
行
を
認
め
る
の
は
、

　
①
道
交
法
八
条
一
項
の
道
路
標
識
で
他
の
通

　
　
行
を
禁
止
す
る
場
合

　
②
同
法
一
七
条
の
二
に
基
づ
く
自
転
車
道
で

　
　
あ
る
場
合

自
転
車
及
び
歩
行
者
だ
け
の
通
行
を
認
め
る
の

は
、

　
①
道
交
法
八
条
一
項
の
道
路
標
識
で
他
の
通

　
　
行
を
禁
止
す
る
場
合

　
②
同
法
八
条
一
項
及
び
九
条
の
道
路
標
識
で

　
　
他
の
通
行
を
禁
止
す
る
場
合

　
③
同
法
一
七
条
の
三
第
一
項
の
道
路
標
識
で

　
　
自
転
車
が
歩
道
を
通
行
で
き
る
場
合

歩
行
者
だ
け
の
通
行
を
認
め
る
の
は
、

　
①
道
交
法
八
条
一
項
及
び
九
条
の
道
路
標
識

　
　
で
他
通
行
を
禁
止
す
る
場
合

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
。
公
安
委
員

会
の
権
限
行
使
と
し
て
の
道
交
法
八
条
の
道
路

標
識
に
よ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
両
法
の
競
合

を
避
け
る
た
め
に
道
路
法
上
の
専
用
道
路
の
指

定
は
し
な
い
必
要
が
あ
る
。

　
道
交
法
一
七
条
の
二
の
自
転
車
道
と
は
、
自

転
車
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
区
画
さ
れ
た

車
道
の
部
分
（
法
二
条
）
を
い
い
、
道
路
構
造

令
の
自
転
車
道
と
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る

が
、
道
交
法
の
趣
旨
（
一
条
）
に
か
ん
が
み
、

道
路
の
車
道
に
併
設
す
る
自
転
車
道
だ
け
で
な

く
自
転
車
専
用
道
路
を
含
む
と
解
し
た
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
自
転
車
専
用
道
路
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
が
自
転
車
道
の
一
種
と
し
て

「
通
行
区
分
」
に
よ
っ
て
道
交
法
か
ら
規
制
を

か
げ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
自
転
車
歩
行
者

専
用
道
路
、
歩
行
者
専
用
道
路
に
つ
い
て
は
道

交
法
の
適
用
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
般
、
神
奈
川
県

警
と
協
議
し
た
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
警
察
庁
に
照

会
の
う
え
、
①
道
路
法
の
専
用
道
路
に
対
し
道

交
法
の
適
用
は
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
事
故
が

多
発
す
る
交
通
危
険
カ
所
に
つ
い
て
は
、
例
外

が
あ
り
う
る
。
②
一
般
的
に
警
察
官
職
務
執
行

法
の
適
用
は
あ
る
こ
と
、
を
回
答
し
て
い
る
。

道
路
サ
イ
ド
で
は
取
締
り
が
実
際
で
き
な
い
の

だ
か
ら
、
専
用
道
路
の
指
定
は
し
な
い
方
が
よ

い
と
す
る
意
見
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

五
―
今
後
の
問
題
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歩
行
者
専
用
道
路
等
の
建
設
は
、
環
状
２
号

線
や
ベ
イ
ブ
リ
ッ
ジ
と
無
縁
で
一
人
歩
き
を
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が

自
動
車
に
依
存
し
て
い
る
程
度
は
驚
く
ば
か
り

強
固
な
も
の
で
あ
る
が
、
〝
人
間
性
〟
の
名
の
も

と
に
車
と
人
の
共
存
を
は
か
る
試
み
は
二
十
一

世
紀
に
向
け
て
今
後
力
強
く
続
け
ら
れ
よ
う
。

市
の
総
合
的
な
都
市
交
通
体
系
の
な
か
で
道
路

空
間
の
多
目
的
利
用
の
一
つ
で
あ
る
歩
行
者
空

間
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
、
各
路
線
が
地

域
、
市
民
要
請
に
対
応
し
た
個
性
を
も
っ
て
整

備
さ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
時
点
で
の

問
題
点
の
い
く
つ
か
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

①
―
維
持
管
理

　
歩
行
者
専
用
道
路
等
の
性
格
上
、
樹
木
に
対

す
る
き
め
細
か
い
手
入
れ
が
不
可
欠
で
、
除

草
、
剪
定
、
散
水
、
清
掃
な
ど
に
つ
い
て
は
一

般
道
路
と
異
っ
た
処
理
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

多
方
面
に
わ
た
る
管
理
は
、
従
来
の
部
門
別
管

理
で
な
く
、
強
固
な
一
元
的
機
構
と
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
行
政
側
だ
け
で
な

く
、
市
民
自
ら
の
愛
護
団
体
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
の
参
加
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
住
民
管
理
）
。

②
―
住
民
負
担

　
歩
行
者
専
用
道
路
は
、
一
般
道
路
に
比
べ
て

道
路
に
接
す
る
宅
地
に
対
し
、
緑
空
間
の
提

供
、
借
景
と
な
っ
て
い
る
。
庭
的
利
用
を
も
た

ら
す
な
ど
し
て
美
観
、
修
景
、
利
便
上
の
利
益

を
与
え
て
い
る
。
建
設
時
だ
け
で
な
く
管
理
に

あ
た
っ
て
も
、
法
六
一
条
の
受
益
者
負
担
金
制

度
を
沿
道
住
民
に
適
用
し
て
ゆ
く
こ
と
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
る
。

③
―
啓
蒙
活
動

　
交
通
取
締
り
は
当
面
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
徹

底
す
る
こ
と
で
対
応
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
以

外
に
も
、
歩
行
者
専
用
道
路
等
の
標
識
を
十
分

た
て
、
一
般
道
路
と
の
交
差
部
に
左
折
禁
止
措

置
と
駒
止
め
を
整
備
す
る
。
し
か
し
、
住
民
の

オ
ー
ト
バ
イ
の
乗
入
れ
、
自
動
車
の
不
法
駐

車
、
駒
止
め
や
樹
木
の
破
壊
や
盗
難
の
問
題
な

ど
の
解
決
は
長
期
間
を
要
す
る
だ
ろ
う
が
、
主

に
モ
ラ
ル
の
問
題
と
し
て
ね
ば
り
強
く
啓
蒙
活

動
を
く
り
か
え
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
注
(
１
)
「
歩
行
者
空
間
'
7
7
―
多
摩
Ｎ
Ｔ
・
５
・

　
　
　
　
６
住
区
緑
化
実
態
・
利
用
実
態
調
査

　
　
　
　
報
告
書
」
（
日
本
住
宅
公
団
、
東
京

　
　
　
　
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
研
究
所
）

　
　
　
　
〈
道
路
局
管
理
部
道
路
交
通
対
策
課
〉

34調査季報66― 80. 6


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8

